
■ 新旧対照表（下線部が変更箇所） 
新 旧 

サイトのご利用にあたって サイトのご利用にあたって 
  
利用者情報の外部送信について 新設 
当ウェブサイトには、当ウェブサイトに掲載された広告の効果を計測する

ために、電気通信事業法の外部送信規律が適用されるページがございます。 
 
1. 外部送信される情報の利用目的 
当ウェブサイトでは、広告効果の分析のため、当ウェブサイト上のバナー

広告を閲覧した情報、バナー広告をクリックした情報、および当ウェブサ

イト上での行動履歴情報を収集し、広告の成果計測、効果測定・分析をし

ています。 
 
2. 外部送信される情報 
当ウェブサイトおよびメール上のバナー広告は、以下の情報を送信してい

ます。 
(1) 閲覧した内容についての情報（カテゴリー分類、商品名等） 
(2) 閲覧の履歴（閲覧した日時、URL、リンク元の URL 等） 
(3) 閲覧した人や機器を識別する情報（ユーザーID、ブラウザ識別子、デ

バイス識別子等） 
(4) 閲覧した機器の位置情報（IP アドレス） 
 
3. 外部送信先一覧 

 



新 旧 
当ウェブサイトにおいて情報を送信している外部サービスは以下のとおり

です。オプトアウトについての記載があるものは、リンクをクリックして

その後の指示に従って操作することで、情報の送信や送信先での利用の停

止を行えます。 
(1) 送信先：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 
当ウェブページでの利用目的：広告効果の把握及び分析のため 
送信する情報の内容：閲覧した内容についての情報 
送信先の利用目的：広告効果の把握及び分析のため 
オプトアウト（利用の停止）：KDX ST アプリの通知設定の「キャンペー

ン」カテゴリ 
 
4. 参考 
(1) 外部送信とは 
電気通信事業法における外部送信規律で定められた、電気通信事業者が提

供する通信サービスにおいて、そのサービスに必要な通信の伝送を行うた

めに、通信回線や送信設備などを利用して、外部のユーザーや他の事業者

に対して行う電気通信のことです。 
電気通信事業法では、この外部送信について、適切な技術的・管理的な規

制を行うことで、電気通信事業者の公正な競争を促進し、利用者の利益を

保護することを目的としています。 
 
(2) 外部送信規律とは 
電気通信事業法における外部送信規律とは、電気通信事業者が利用者の情



新 旧 
報を外部に送信する場合に必要な情報提供などの手続きについて定めた法

律です。 
具体的には、電気通信事業者は利用者に対して、以下のような情報を通知

または公表（容易に知り得る状態に置く）しなければなりません。 
・送信する利用者に関する情報の内容 
・送信する情報を取り扱うこととなる者の氏名または名称 
・送信する情報の利用目的 
以上のように、電気通信事業者は利用者のプライバシー保護を尊重し、適

切な通知または公表を行った上で、利用者の情報を外部に送信することが

義務付けられています。 
 
(3) オプトアウトとは 
利用者の情報の送信や、送信先での利用を停止するための手続きのことです。

多くの場合、専用のボタンやリンク先が提供され、それらをクリックするこ

とで、オプトアウトが行われます。なお、オプトアウト手続きが完了したと

いう情報は、多くの場合ブラウザに保存されるため、別の PC やスマートフ

ォン、別のブラウザを使う場合には、その都度、オプトアウトを行う必要が

あることについて注意してください。 
 

 
以上 


